
（注）管理形態欄には，直営・管理委託・指定管理者の別を記入してください。

２．現指定管理者の概要【施設所管課記入】

３．施設の概要【施設所管課記入】

（様式第１号）

指定管理者制度導入施設の管理運営に関する評価票（評価対象年度：令和３年度）

施 設 の 名 称 宮城県総合運動公園（宮城県サッカー場を含む。）

平成２９年４月 　～　令和４年３月 指定管理者 宮城県スポーツ協会（振興財団）・同和興業・セントラルスポーツグループ H30.4.1名称変更

宮城県スポーツ協会・同和興業・セントラルスポーツグループ

所在地 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘４０－１

平成２４年４月 　～　平成２９年３月 指定管理者 宮城県スポーツ振興財団・同和興業・セントラルスポーツグループ

指 定 管 理 者 の 名 称 宮城県スポーツ協会・同和興業・セントラルスポーツ

施 設 所 管 部 課 （ 室 ） 企画部スポーツ振興課

平成２１年４月 　～　平成２４年３月 指定管理者 宮城県スポーツ振興財団・同和興業・セントラルスポーツグループ

平成１８年４月 　～　平成２１年３月 指定管理者

１．当該施設の管理形態の推移【施設所管課記入】

期　　　　　             間 管理形態 指定管理者（管理受託者）の名称 摘 要

宮城県スポーツ振興財団・同和興業・セントラルスポーツグループ

指 定 管 理 者 の 名 称
名  称

設 置 年 月 平成７年１１月

根 拠 条 例 等 県立都市公園条例，総合運動場条例

施 設 の 名 称 宮城県総合運動公園（グランディ・２１）

所 在 地 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘４０－１

指 定 期 間 　平成２９年４月１日　～　令和４年３月３１日　（５か年）

募 集 方 法 　■　公募　　□　非公募

設 置 目 的 スポーツの普及振興を図り，もって県民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため

施 設 の 内 容

敷 地 面 積
宮城県総合運動公園　約４３２，０００㎡
宮城県サッカー場　１１２，５３３．１９㎡

構 造

キューアンドエースタジアムみやぎ（宮城スタジアム）：鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造6階
建，セキスイハイムスーパーアリーナ（総合体育館）：メインアリーナ 鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ造3階建，サブアリーナ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建，セントラルスポーツ宮城
G21プール（総合プール）：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上3階地下1階建，テニスコート：
砂入り人工芝ｺｰﾄ10面,全天候型ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ6面，合宿所：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階
建，みやぎ生協めぐみ野ｻｯｶｰ場（宮城県サッカー場）：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建

内 容

第１種公認陸上競技場，第３種公認陸上競技場（補助競技場），
第３種公認投擲場，セキスイハイムスーパーアリーナ（メイン・サブ），
日水連公認プール（長水路，短水路，飛込），テニスコート，合宿所
サッカー場（天然芝２面，人工芝１面）

指 定 管 理 者 が 行 う
業 務 の 範 囲

１　本施設の管理運営業務
２　本施設の使用許可申請の受付及び許可並びに利用料金の徴収に関する業務
３　本施設の利用の制限及び入場の拒否等に関する業務
４　本施設（宮城県サッカー場を除く）の行為許可に関する業務
５　本施設及び付随施設の機械設備の操作・日常点検業務
６　本施設及び付随施設の施設・設備，物品及び敷地の維持管理業務
７　その他の施設の管理運営業務に関して宮城県が必要と認める業務

利 用 料 金 制

採 用 の 有 無 　■　有　　□　無

利 用 料 金 の 名 称
・施設利用料金
・行為許可利用料金（宮城県サッカー場を除く）

開 館 （ 所 ） 日 年末年始（12/29～翌1/3日迄）及び毎月１,３,５月曜（休館日）を除く毎日

開 館 （ 所 ） 時 間 午前9時00分～午後9時00分（プール：午前10時00分～午後8時00分）/日・祝日午前9時～午後5時



４．施設利用実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 開館（所）日数及び利用者数

日 日 日

日 日 日

人 人 人

（注）対象施設が複数ある場合は，施設ごとに記入してください。

 (2) 延べ利用者数の内訳

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

５．管理運営収支実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 収入

 (2) 支出

 (3) 収支

204,174

482,316

合宿所

サッカー場

1,054

26,786

0 258,831 117,108 #DIV/0! 45.2%補助金収入

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(A)

前　年　度
（令和２年度）

(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(C)

100.6% 113.0%

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

開館（所）日数（テニス・サッカー場） 328 292 330

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(A)

前　年　度
（令和２年度）

(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(C)

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

延べ利用者数 708,000 482,316 826,913 116.8% 171.4%

74,724 90,280

104.2% 116.5%

総合体育館 300,000 93,822 406,356 135.5% 433.1%

宮城スタジアム 70,000 62,611 72,959

98.5% 96.5%

合　　　　計 708,000 826,913 116.8% 171.4%

公園来場者（無料観客・見学・公園） 200,000 197,073

（単位：千円，％）

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(A)

前　年　度
（令和２年度）

(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(C)

100.0% 100.0%

利用料金収入 306,525 54,811 278,222 90.8% 507.6%

県指定管理料 569,855 569,855 569,855

105.9% 208.1%

収 入 計　(ａ) 949,443 920,660 1,042,536 109.8% 113.2%

その他 73,063 37,163 77,351

101.8% 97.9%

施設管理費 648,936 664,417 762,402 117.5% 114.7%

人件費 181,269 188,492 184,555

80.1% 111.5%

その他 74,508 50,592 74,637 100.2% 147.5%

事業運営費 44,730 32,138 35,849

111.4% 113.0%

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) 0 -14,979 -14,907 #DIV/0! 99.5%

支 出 計　(ｂ) 949,443 935,639 1,057,443

#DIV/0! #DIV/0!

次期繰越収支差額 #DIV/0! #DIV/0!

前期繰越収支差額

　※　自主事業を実施している場合は，上記に準じて，自主事業の収支実績を別掲すること。

開館（所）日数
（体育館・プール・スタジアム・合宿所）

328 279 325 99.1% 116.5%

3,000

35,000

3,634 121.1% 344.8%

38,381 109.7% 143.3%

112.9% 120.8%

テニスコート 20,000 19,145 18,230 91.2% 95.2%

総合プール 80,000



５．自主事業収支実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 収入

 (2) 支出

 (3) 収支

次期繰越収支差額 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

前期繰越収支差額 #DIV/0!

147.5%

その他 57,250 49,912 57,273 100.0% 114.7%

支 出 計　(ｂ) 74,508 50,591 74,637 100.2%

1241.2%

施設管理費 4,908 138 10,631 216.6% 7703.6%

事業運営費 12,327 541 6,715 54.5%

#DIV/0!

収 入 計　(ａ) 74,508 50,591 74,637 100.2% 147.5%

人件費 23 0 18 78.3%

#DIV/0!

参加料収入 39,157 33,950 32,254 82.4% 95.0%

#DIV/0!

254.7%

（単位：千円，％）

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(A)

前　年　度
（令和２年度）

(B)

評価対象年度
（令和３年度）

(C)

事業費 35,351 16,641 42,383 119.9%



６．評価対象年度（令和３年度）の管理運営評価【指定管理者・施設所管課記入】

評価 評価

26 人 8 人人員体制

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】

②施設・設備の維持
　 管理業務の実施

○定期・法定点検に加え，施設管理グルー
プ職員による日常的保守点検を実施し，設
備の保全を図った。
〇施設の消毒や換気などを徹底し，新型コ
ロナウイルス感染拡大防止に努めた。
○指定管理料に含まれる21,236千円を超
える修繕を実施し，施設及び利用者の安全
を担保すると共に利便性の確保をした（修繕
費123,305千円）。
○利用者サービスを低下させることなく，機
能保全を図った。
○光熱費の使用量削減や照明機器のLED
化等の推進し，省エネルギー化に取り組ん
だ。
〇3/16の福島県沖地震後は，施設の早期
再開に向けて応急修繕を実施した。

○法定点検だけではなく，施設管理グルー
プ職員による日常的な保守管理により，施
設・設備の状況を常に把握し，不具合の早
期発見・早期対応に努めることができた。
〇施設の消毒や換気などを徹底し，安全に
施設利用できる環境を整えることができた。
○施設の劣化・不具合状況等の現状につい
て，その都度県担当課へ迅速に報告・相談
し，情報の共有が図ることができた。
○緊急性の高い修繕等については，県と協
議の上，当グループにおいて実施し，利用者
サービスの低下を防ぎ，安全・安心な施設の
提供となるように取り組んだ。

S

　利用者の安全面を第一とし，緊急性の高
い修繕に迅速に対応するとともに，日常的な
保守点検の徹底に努めた。また，3/16発生
地震後は，施設の早期再開に向け，迅速に
対応した。
維持経費削減のため，照明のLED化を進
め，環境への配慮に努めた。

正規 非正規

○適切な人員配置及び業務分担により，効
率的な管理運営体制で業務を遂行すること
ができた。
〇県担当課，コンソーシアムグループ及び関
係各所との連携・協力により円滑な管理運
営ができた。
○施設を管理するうえで必要な資格取得を
推進し，専門的な知識を有する職員の育成
を図ることができた。
○各種研修会に職員を派遣することにより，
他施設，他団体との交流機会を増やし，職
員の資質向上に取り組んだことで，利用者
サービスの向上が図れた。

S

　適切な人員配置を行い，効果的な管理運
営体制が図られている。適時関係箇所との
連携等を行っており，円滑に管理運営がで
きる体制をとっている。施設管理に関する資
格取得を推進する取り組みや，各種研修会
に職員を派遣することにより，他施設，他団
体との交流機会を増やす取り組みを行い，
職員の資質向上に努めている。

Ａ

　新型コロナウイルス感染症の影響があった
が，利用者ニーズを適切に把握しながら，幅
広い年齢層を対象とした各種自主事業を展
開し，生涯スポーツの振興に努め，県施策
への協力を行った。

Ａ

④自主事業の実施

○新型コロナウイルス感染拡大防止のため，
一部事業は中止としたものの，施設を活用
し，感染拡大防止対策を行いながら下記事
業を実施した。
①競技スポーツ推進事業
②生涯スポーツ推進事業
③スポーツ環境整備事業
④フィットネス&レッスンプログラム

○新型コロナウイルス感染拡大防止のため，
一部事業を中止とし，自主事業参加者数が
減となったものの，感染拡大防止対策を行
いながら事業を実施し，トップアスリート交流
事業，ウォーキング教室など新規事業にも積
極的に取り組んだ。
○フィットネス＆レッスンについては，人数制
限等の感染拡大防止対策を行いながらプロ
グラムを実施することにより，日常的な運動
機会の増加に繋げることができた。
○左記事業に対し，延べ51千人に参加いた
だいた。

Ｓ

①管理運営体制

【人員配置】
　総務部，事業企画部，サービス向上グ
ループ，施設管理グループの4グループ制と
し，効率的な管理体制をとった。
【職員研修】
・サービス向上のための研修会を実施した。
・職員に専門性を持たせるため施設管理に
関する資格取得を推進した。
・各種研修会に職員を派遣した。

A

　新型コロナウイルス感染症の影響により，
一部の事業が中止となり自主事業参加者が
減となったものの，実施した事業について
は，新型コロナウイルス感染症対策を適切に
行い，競技力向上及び施設の利活用促進
に努めている

Ａ

③運営業務（ソフト
　 事業等）の実施

○新型コロナウイルス感染拡大防止のため，
従来実施している会員制度を休止したが，
人数制限等を行い，フィットネス＆レッスンを
継続することにより，県民の運動機会を確保
した。
○幼児及び小学校低学年を対象としたスイ
ミング教室やキッズ体育教室等を開催し，子
どもの健康な体力づくりと体力・運動能力向
上の推進を図った。
○高齢者向けのシニア運動教室を開催し，
健康長寿の延伸を図った。

○人数制限等の感染拡大防止対策を行い
ながらプログラムを実施することにより，県民
の日常的な運動機会の増加に繋げることが
できた。
○幼児から高齢者までの教室の実施によ
り，生涯にわたるスポーツ活動の機会を提供
することができた。

A

　円滑な大会運営をサポートするため，利用
時間について柔軟な対応を行うとともに，園
路へ横断防止柵の設置や，Ａ・Ｂ駐車場の
側溝整備工事を行う事により駐車場の機能
強化が図られ，利用者の安全・利便性等の
向上を図っている。

Ｓ

⑥利用者の苦情，
　 要望等の把握
   とその反映

○施設毎にアンケート調査を実施し，いただ
いたご意見やご要望を毎月実施のアンケート
検討委員会により検討し，管理運営に反映
した。また，検討結果や対応内容について施
設内への掲示により，利用者にお知らせし
た。
○各施設窓口において，直接的な要望等の
把握に努め，その都度，迅速な対応を行っ
た。

○ご意見・ご要望については，利用する立場
で検討し，管理運営に的確に反映させ，利
用者サービス向上を図ることが出来た。
【管理運営反映例】
・各トイレの自動水栓設置。
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策。
・園内サインのリニューアル（徐行・通り抜け
禁止等）
・Wi-Fi環境向上（トレーニングルーム等）

S

アンケートに加え，各窓口で利用者の意見
要望を聞く体制を整えている。毎月アンケー
ト検討委員会を実施し，対応を検討し，対応
可能な要望については常に迅速に対応して
いる。

Ｓ

⑤利用者サービス
　 の向上

○競技大会等の貸切利用における早朝・深
夜時間の利用希望者に対し，柔軟な対応を
行った。
○専用ホームページの他，マスメディア活用
し，事業や施設利用情報等について積極的
な各種情報提供を行った。
○利用者アンケート等による要望・意見等に
ついて所内検討し，利用者サービス向上を
図った。
〇利用者の安全確保のため園路への横断
柵の設置やサッカー場のグラウンド大型門扉
修繕を実施した。
〇メインアリーナ会議室の壁面パネルの設
置を指定管理者で実施し，施設利便性を向
上させた。
〇雨天時に水溜りが出来ていたA・B駐車場
の側溝整備工事を行い来場者の利便性と
快適性を向上させた。
〇各トイレの自動水栓設置工事や施設案内
サインの追加設置を行いサービス向上を
図った。
〇ホームページに「よくある質問」，「会議室
案内」，「合宿所案内」ページを設け，利用
者の利便性向上と利用促進に努めた。

○大会等では，早朝や延長利用の希望が
多く，柔軟に対応することで円滑な大会運営
に寄与することができた。
○ホームページでの案内を充実させたことに
加え，ラジオCM，フリーペーパー広告等によ
り，多くの県民に事業や施設情報を提供する
ことができた。
○利用者の要望やご意見について，迅速か
つ適正に対応し，利用者サービスの向上に
繋げることができた。
〇園路への横断柵の設置やサッカー場のグ
ラウンド大型門扉修繕を実施することにより，
利用者の安全・安心に寄与することができ
た。
○A・B駐車場の側溝整備工事により水たま
りが解消され駐車場の機能強化が図られた
ことにより，施設利用者の利便性・快適性の
向上を図ることが出来た。

S



　全施設同時の防災訓練を行い，より実践
的な安全対策の実施，防災・防犯対策の各
種情報の提供のほか，新型コロナウイルス感
染症対策など，利用者の安全に十分配慮し
た，対策が講じられている。

Ｓ

⑧県民の平等利用

○競技大会について，国＞地方＞県＞市
町村の優先順位により，年間の利用調整を
行った。
○県民誰もが利用できる状況とするため，競
技大会・イベント等の利用日数を調整し，個
人利用日を設け，平等利用に努めた。

○県のスポーツ振興の中核拠点施設である
ことを認識し，スポーツ利用を中心とした，多
様な施設の提供を行うことができた。
○施設内掲示の他，ホームページで利用予
定を一目で確認できるように情報を提供す
ることができた。
○個人で利用できる日程を確保し，誰もが
気軽に利用できる環境整備に努めた。
○指定管理者で設定した施設利用の基準
により，ホームページ等で「コロナ禍での施設
利用方法・ルール」を公表し，県民の平等利
用に努めることができた。

S

　県を代表する総合運動場であることから，
各種大会での利用を優先し，年間利用を調
整しているが，貸切利用の状況を館内掲示
やホームページで公開することにより，個人
利用者への配慮がなされている。

Ａ

⑦安全対策

○施設利用において，主催者と安全対策に
ついて打合せし注意喚起するとともに，施
設・設備の保守管理の徹底や職員の安全教
育を実施した。
【実施対策】
・雷雲接近情報提供
・熱中症予防に関する情報提供
・食中毒等の防止案内の実施
・貴重品の保管と盗難への注意喚起
・監視カメラによる確認及び巡回監視
・予防修繕の実施
・防災，避難訓練の実施，他
〇新型コロナウイルス感染拡大防止対策と
して，ガイドラインを遵守し次の対策を実施し
た。
・出入り口に消毒液を設置
・使用器具の消毒
・施設内換気の強化
・受付等にアクリル板の設置
・サーモグラフィによる入場時の検温など
〇3/16発生の福島県沖地震後は，応急修
繕を実施し，危険個所の安全対策を実施の
上，利用を再開した。

○大会等主催者との打合せにおいて，各参
加者にも内容を周知徹底していただくように
要請し，各種事故の発生防止に努めた。
○全施設同時の防災訓練を実施し，より実
践的な安全対策をとることができた。
○左記の各種情報提供及び対策の実施に
より，利用者の安全担保を図ることができ
た。
〇新型コロナウイルス感染症への施設として
の適切な取り組みを行い，安心して施設を
利用できる環境を整備できた。
〇地震発生後も応急修繕と危険個所への
安全対策により，早期に施設利用を再開で
きた。

S



評価 評価

　　　【指定管理者が行う自己評価の基準（目安）】

　

　　　【県が行う評価の基準（目安）】

　

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】

　独自の個人情報保護規定を策定し，情報
の漏えい，き損及び滅失の防止に努めた。
取得した個人情報については，管理の徹底
を行い，また，個人情報の取り扱いについて
はホームページ上で公開している。

Ａ

⑩利用実績 上記「４．施設利用実績」のとおり

○令和2年度に引き続き，新型コロナウイル
ス感染拡大に伴う施設の利用休止やイベン
ト・大会などの利用キャンセルはあったもの
の，東京オリンピックサッカー競技の開催や
令和2年度に開催できなかったイベントなど
が開催できたことにより，35万人増加した。

A

　令和３年度も新型コロナウイルス感染症拡
大に伴い，イベントや大会等の利用キャンセ
ルがあったが，東京２０２０オリンピックサッ
カー競技の開催に伴い，利用人数が増加し
た。

Ａ

⑨個人情報の保護

○個人情報保護規程を定め遵守するととも
に，専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにおいて当該既定を公表
し，他の目的に流用しない旨を周知した。
○取得した個人情報は書棚を施錠し管理を
徹底した。
○施設予約ｼｽﾃﾑの専用回線化，ﾊﾟｿｺﾝの
ﾌｧｲｱｰｳｫｰﾙ設定，ｳｨﾙｽ対策の実施やﾊﾟｽ
ﾜｰﾄﾞ管理の徹底を行い，私有ﾊﾟｿｺﾝ・外部
記憶装置等の持込み及び指定ｿﾌﾄｳｪｱ以
外の使用を禁止した。

○個人情報保護規程の遵守の他，個人情
報を扱うパソコン等機器類や管理システムの
整備，適切な運用を行うよう職員教育を徹
底したことで，個人情報が漏えい，き損及び
滅失することなく，適正な管理とすることがで
きた。

S

　利用料収入については，新型コロナウイル
ス感染症の影響が昨年より減少し，増収と
なっている。また，安定した利用料金収入の
確保のため，利用者のニーズを適切に把握
した上で自主事業を展開した。
収支全体では，利用料収入は増となったと
なった一方，3/16に発生した地震の影響に
よる利用キャンセル等があり結果的には，赤
字決算となったが，適切な利用者の利便性
向上のため，施設・設備の修繕や備品更新
等を行った。

Ａ

⑫その他の取組

○「わが社のeco do!宣言」を行い，積極的
に環境配慮の取組みを実践した。（近隣住
環境含む）
○関係団体に協力いただき，良好な施設の
提供に努めた。
○「スマート宮城県民会議」登録企業とし
て，宮城県民の体力向上へ寄与した。
〇令和2年度にリニューアルしたウォーキン
グマップを活用し，ウォーキング教室を実施
することにより宮城の健康課題の改善に努め
た。

○ｺﾞﾐ発生量の削減やｴｺﾏｰｸ対象製品の使
用，エコドライブ及び節電等により環境保全
や省エネルギーを推進することができた。
○東京オリンピックサッカー競技やｲﾍﾞﾝﾄ開
催時，主催者をはじめ，地域や警察，消防
等関係団体にご協力いただき，良好な施設
提供ができた。
〇ウォーキングマップの活用により，県民へ
の運動機会を提供することができた。

S

　環境に配慮した取組として，ごみの発生量
の削減，分別処理を行っている。
東京２０２０オリンピックのサッカー会場時等
には，関係団体と協力し，大きなトラブル等
がなく適切に施設を提供できていた。
昨年リニューアルしたウォーキングマップを活
用することにより，県民の健康課題の改善に
努めた。

Ｓ

⑪収支実績 上記「５．管理運営収支実績」のとおり

○利用料収入は，令和2年度に開催できな
かったイベントなどが開催できたことにより，
増収となった。
○支出については，修繕費において，園路
の横断柵設置，A・B駐車場の側溝整備など
を実施した。
〇収支全体では，利用料収入は増となった
となった一方，3/16に発生した地震の影響
による利用キャンセルや原油価格高騰に伴
う光熱水費の増や施設の老朽化に伴う修繕
などを実施した結果，赤字決算となった。

B

Ｓ

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営を行った。

総　合　評　価

〇コロナ禍においても，迅速かつ適切な感染
防止対策を実施し，安全・安心な施設運営
を行うことができた。
〇新型コロナウイルスの感染拡大や3/16に
発生した地震の影響もあったが，利用者の
安全確保のため修繕等維持管理に努めた。
○県のスポーツ振興の拠点施設として，県
民の平等利用を確保し，利用者ニーズに
沿った管理運営を行うことができた。

S

　新型コロナウイルス感染症の影響により，
減収となったが，利用者の安全確保のため
適切な修繕をし，利用者の安全を確保する
とともに，新型コロナウイルス感染症に対する
対策を迅速かつ適切な感染防止対策を実
施し，安全・安心な施設運営ができており，
県のスポーツ振興の拠点施設としての役割
を十分に果たしている。

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営が行われた。

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営が行われた。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われなかった。大いに改善努力が必要である。

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営を行った。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われたとは認められず，大いに改善努力が必要である。



７．施設管理運営の課題等【指定管理者・施設所管課記入】

項　　　　目
指定管理者

【指定管理者記入】
県

【施設所管課記入】

管理運営の課題等

　指定管理期間5年間を見据えた維持管理計画により修繕及び備
品の更新を実施しているが，大規模施設であること，老朽化が進ん
でいることから，更に長期的視点での計画及び平準化した執行が必
要である。利用者の安全確保及び施設の快適性維持のため，県担
当課と連携して取り組んでいく。
　利用者数，利用料収入共に年毎のイベント実施状況の影響を受
けることを念頭に置きながら，安全・安心な施設の提供により，利用
者の増加を図ることができるよう今後も利用促進に努めていく。
　また，新型コロナウイルス感染症については，利用者・職員ともに
徹底した感染防止対策を実践し，利用者の安全確保のため，引き
続き適切な対応をしていく。

　施設の維持管理については，5年間の維持管理計画に基づき更
新を実施しているが，　更新にあたっては今後とも，サービスの向上
及びコスト削減を念頭に置くとともに長期的な観点から執行する必要
がある。
　また，新型コロナウイルス感染症についても，引き続き指定管理
者と連携しながら，感染対策に取り組んでいく。
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